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(57)【要約】
【課題】圧縮空気に含まれている油分を十分に除去し得
る油分除去装置を提供する。
【解決手段】フィルターエレメント３を収容した状態に
おいてフィルターケース２内に収容可能に構成されると
共に、少なくともフィルターエレメント３の外側部位３
ｏにおける圧縮空気の排出領域と対向する部位に連続気
泡性の多孔質体で形成された「油分通過部」が設けられ
た内側容器４を備え、「油分通過部」が、フィルターケ
ース２に設けられた圧縮空気導入部１１からフィルター
エレメント３に圧縮空気が導入されることで第１空間Ｓ
１と第２空間Ｓ２との間に生じる圧力差による第１空間
Ｓ１から第２空間Ｓ２に向けての油分の通過を可能に構
成され、油分排出部１３が、「油分通過部」を通過させ
られて第２空間Ｓ２に排出された油分をフィルターケー
ス２の外部に排出可能に形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理対象の圧縮空気に含まれている油分を圧縮空気から分離させて除去する油分除去装
置であって、
　内側部位に導入された前記圧縮空気が当該内側部位から外側部位に向けて通過させられ
る際に当該圧縮空気に含まれている油分を捕集して当該圧縮空気から分離させる油分捕集
用フィルター部と、
　前記油分捕集用フィルター部を収容可能に構成されると共に、当該油分捕集用フィルタ
ー部の前記内側部位に前記圧縮空気を導入する圧縮空気導入部、および当該油分捕集用フ
ィルター部を通過させられた前記圧縮空気を外部に排出する圧縮空気排出部が設けられ、
かつ前記圧縮空気から分離された油分を外部に排出する油分排出部が前記圧縮空気排出部
よりも下方に設けられた外側容器と、
　前記油分捕集用フィルター部を収容した状態において前記外側容器内に収容可能に構成
されると共に、少なくとも当該油分捕集用フィルター部の前記外側部位における前記圧縮
空気の排出領域と対向する部位に連続気泡性の多孔質体で形成された油分通過部が設けら
れた内側容器とを備え、
　前記圧縮空気排出部は、前記油分捕集用フィルター部の前記外側部位から当該油分捕集
用フィルター部と前記内側容器との間の第１空間に排出された前記圧縮空気を前記外側容
器の外部に排出可能に形成され、
　前記油分通過部は、前記圧縮空気導入部から前記油分捕集用フィルター部に前記圧縮空
気が導入されることで前記第１空間と当該内側容器および前記外側容器の間の第２空間と
の間に生じる圧力差による当該第１空間から当該第２空間に向けての前記油分の通過を可
能に構成され、
　前記油分排出部は、前記油分通過部を通過させられて前記第２空間に排出された前記油
分を前記外側容器の外部に排出可能に形成されている油分除去装置。
【請求項２】
　前記油分排出部は、予め規定された量の油分が前記外側容器内に貯留されたときに油分
排出口を開口して当該外側容器の外部に当該油分を排出するフロート弁を備えて構成され
ている請求項１記載の油分除去装置。
【請求項３】
　前記内側容器は、前記油分捕集用フィルター部の前記外側部位から排出されて前記第１
空間を前記圧縮空気排出部に向かって流動する前記圧縮空気が当接可能に当該油分捕集用
フィルター部に向かって突出形成された突出部を備えている請求項１または２記載の油分
除去装置。
【請求項４】
　前記突出部は、前記油分捕集用フィルター部を中心とする平面視螺旋状に形成されてい
る請求項３記載の油分除去装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧縮空気に含まれている油分を圧縮空気から分離させて除去する油分除去装
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の油分除去装置として、オイルミスト等の各種ミストをガス中から分離させて除
去可能に構成されたミストフィルターが特開２００９－２２６３２２号公報に開示されて
いる。このミストフィルターは、処理対象のガス（ミストを含有するガス）を中空円筒状
のフィルター層における中空部に導入することにより、導入したガスが径方向に向かって
フィルター層を通過する際に、ガス中のミストがフィルター層によって捕集される構成が
採用されている。この場合、フィルター層において捕集されたミストは、フィルター層に
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おける凝集層において凝集されて液滴（ミスト凝集液）となり、フィルター層における外
側下部に移動する（流下する）。
【０００３】
　また、このミストフィルターでは、ポリエステルやポリプロピレン等で形成されたシー
ト層がフィルター層の外側下部に配設されている。これにより、このミストフィルターで
は、フィルター層における外側下部に移動したミスト凝集液が、フィルター層からシート
層に移動し（シート層によって吸着され）、更にシート層内をミストフィルターの下方部
位に向けて流下し、その後にミストフィルターの外に滴下される。これにより、処理対象
のガス中に含まれていたミストが分離されて除去される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２２６３２２号公報（第３－５頁、第１－２図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、従来のミストフィルターには、以下の解決すべき問題点が存在する。すなわ
ち、従来のミストフィルターでは、フィルター層の外側下部に移動したミスト凝集液を吸
着してミストフィルターの下方部位に向けて流下させるためのシート層をフィルター層の
外側下部に設けることにより、フィルター層によって捕集されて凝集されたミスト凝集液
がフィルター層から再飛散するのを回避しようとしている。しかしながら、従来のミスト
フィルターでは、フィルター層の外側下部にシート層が配設されているものの、フィルタ
ー層の外側上部にシート層が存在しない構成が採用されている。
【０００６】
　このため、従来のミストフィルターでは、フィルター層における上方部位において、フ
ィルター層において捕集されて凝集されたミスト凝集液の一部が、フィルター層から外向
きに排出されるガスの流れに乗ってガスと共にフィルター層から離脱してミストフィルタ
ーから排出されてしまう。したがって、従来のミストフィルターによって油分を含む圧縮
空気から油分を分離させて除去しようとしても、フィルター層において圧縮空気から分離
させた油分の一部が再び圧縮空気と混合された状態でミストフィルターから排出されてし
まうため、結果として十分な処理能力（油分の除去能力）を得ることができないという問
題点が存在する。
【０００７】
　本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、圧縮空気に含まれている油分を
十分に除去し得る油分除去装置を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成すべく、請求項１記載の油分除去装置は、処理対象の圧縮空気に含まれ
ている油分を圧縮空気から分離させて除去する油分除去装置であって、内側部位に導入さ
れた前記圧縮空気が当該内側部位から外側部位に向けて通過させられる際に当該圧縮空気
に含まれている油分を捕集して当該圧縮空気から分離させる油分捕集用フィルター部と、
前記油分捕集用フィルター部を収容可能に構成されると共に、当該油分捕集用フィルター
部の前記内側部位に前記圧縮空気を導入する圧縮空気導入部、および当該油分捕集用フィ
ルター部を通過させられた前記圧縮空気を外部に排出する圧縮空気排出部が設けられ、か
つ前記圧縮空気から分離された油分を外部に排出する油分排出部が前記圧縮空気排出部よ
りも下方に設けられた外側容器と、前記油分捕集用フィルター部を収容した状態において
前記外側容器内に収容可能に構成されると共に、少なくとも当該油分捕集用フィルター部
の前記外側部位における前記圧縮空気の排出領域と対向する部位に連続気泡性の多孔質体
で形成された油分通過部が設けられた内側容器とを備え、前記圧縮空気排出部は、前記油
分捕集用フィルター部の前記外側部位から当該油分捕集用フィルター部と前記内側容器と



(4) JP 2014-42902 A 2014.3.13

10

20

30

40

50

の間の第１空間に排出された前記圧縮空気を前記外側容器の外部に排出可能に形成され、
前記油分通過部は、前記圧縮空気導入部から前記油分捕集用フィルター部に前記圧縮空気
が導入されることで前記第１空間と当該内側容器および前記外側容器の間の第２空間との
間に生じる圧力差による当該第１空間から当該第２空間に向けての前記油分の通過を可能
に構成され、前記油分排出部は、前記油分通過部を通過させられて前記第２空間に排出さ
れた前記油分を前記外側容器の外部に排出可能に形成されている。
【０００９】
　請求項２記載の油分除去装置は、請求項１記載の油分除去装置において、前記油分排出
部は、予め規定された量の油分が前記外側容器内に貯留されたときに油分排出口を開口し
て当該外側容器の外部に当該油分を排出するフロート弁を備えて構成されている。
【００１０】
　請求項３記載の油分除去装置は、請求項１または２記載の油分除去装置において、前記
内側容器は、前記油分捕集用フィルター部の前記外側部位から排出されて前記第１空間を
前記圧縮空気排出部に向かって流動する前記圧縮空気が当接可能に当該油分捕集用フィル
ター部に向かって突出形成された突出部を備えている。
【００１１】
　請求項４記載の油分除去装置は、請求項３記載の油分除去装置において、前記突出部は
、前記油分捕集用フィルター部を中心とする平面視螺旋状に形成されている。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１記載の油分除去装置によれば、油分捕集用フィルター部および内側容器の間の
第１空間と、内側容器および外側容器の間の第２空間との間に生じる圧力差による第１空
間から第２空間に向けての油分の通過が可能に連続気泡性の多孔質体で形成された油分通
過部を、少なくとも油分捕集用フィルター部における圧縮空気の排出領域と対向する部位
に設けたことにより、油分捕集用フィルター部の外側部位から排出された油滴が内側容器
の内面に接したときに毛細管現象によって内側容器内（油分通過部内）に浸透し、内側容
器を通過して第２空間に排出されるため、外側部位から排出された油滴が空気の流れに乗
って圧縮空気排出部から外側容器の外部に排出される量を十分に低減することができる結
果、圧縮空気の浄化能力を十分に向上させることができる。
【００１３】
　請求項２記載の油分除去装置によれば、予め規定された量の油分が外側容器内に貯留さ
れたときに油分排出口を開口して外側容器の外部に油分を排出するフロート弁を備えて油
分排出部を構成したことにより、第１空間内の圧縮空気が油分と共に内側容器（油分通過
部）を通過して第２空間内に排出されて油分排出口から油分と共に外側容器の外部に排出
される量を十分に低減することができるため、圧縮空気供給対象に供給すべき圧縮空気の
浪費を十分に低減することができる。
【００１４】
　請求項３記載の油分除去装置によれば、第１空間を圧縮空気排出部に向かって流動する
圧縮空気が当接可能に油分捕集用フィルター部に向かって突出形成された突出部を備えて
内側容器を構成したことにより、油分捕集用フィルター部において捕集し切れなかったオ
イルミストや、油分捕集用フィルター部の外側部位から排出された極く小さな油滴が圧縮
空気と共に第１空間内を移動したときに、このオイルミストや油滴を突出部に付着させて
圧縮空気から分離させることができるため、圧縮空気の浄化能力を一層向上させることが
できる。
【００１５】
　請求項４記載の油分除去装置によれば、突出部を平面視螺旋状に形成したことにより、
油分捕集用フィルター部の外側部位から排出された圧縮空気が突出部の案内に従って第１
空間内を移動する結果、この圧縮空気が突出部に接している時間が十分に長くなるため、
圧縮空気中に含まれているオイルミストや極く小さな油滴を突出部によって一層確実に捕
集することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態に係る油分除去装置１の構成を示す断面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る油分除去装置１における内側容器４の容器本体４ａお
よび邪魔板４ｂの外観斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して本発明に係る油分除去装置の実施の形態について説明する。
【００１８】
　図１に示す油分除去装置１は、図示しないエアーコンプレッサー等の圧縮空気供給源と
圧縮空気供給対象との間に接続することで、圧縮空気供給対象に向けて圧送される圧縮空
気（「処理対象の圧縮空気」の一例）に含まれている油分や異物を圧縮空気から分離させ
て除去することができるように構成されている。具体的には、油分除去装置１は、フィル
ターケース２、フィルターエレメント３および内側容器４を備えると共に、フィルターエ
レメント３および内側容器４の間の第１空間Ｓ１と、内側容器４およびフィルターケース
２の間の第２空間Ｓ２とがフィルターエレメント３とフィルターケース２との間に形成さ
れて構成されている。
【００１９】
　フィルターケース２は、「外側容器」の一例であって、ケース本体２ａおよび蓋体２ｂ
を備えている。ケース本体２ａは、一例として、ステンレススチール等の金属材料で有底
円筒状に形成され、蓋体２ｂと相まって圧力容器を構成する。このケース本体２ａは、後
述するように、フィルターエレメント３を収容した状態の内側容器４を収容可能に形成さ
れると共に、その底部に油分排出部１３が設けられている。また、油分排出部１３には、
後述するように、圧縮空気から分離させた油分をフィルターケース２の外部に排出するた
めの油分排出口Ｈ３が形成されると共に、予め規定された量の油分がフィルターケース２
内（ケース本体２ａ内）に貯留されたときに油分排出口Ｈ３を開口してフィルターケース
２の外部に油分を排出するフロート弁５が取り付けられている。
【００２０】
　蓋体２ｂは、一例として、ケース本体２ａの上方開口部位にねじ込み可能に例えば耐油
性樹脂材料で成形されると共に、その内側中央部にフィルターエレメント３を取り付け可
能に構成されている。この蓋体２ｂには、フィルターエレメント３の内側部位３ｉに圧縮
空気を導入する圧縮空気導入部１１、およびフィルターエレメント３を通過させられた圧
縮空気をフィルターケース２の外部に排出する圧縮空気排出部１２が設けられている（圧
縮空気導入部１１および圧縮空気排出部１２が油分排出部１３よりも上方部位に形成され
ている構成、すなわち、油分排出部１３が圧縮空気導入部１１および圧縮空気排出部１２
よりも下方部位に形成されている構成の一例）。
【００２１】
　フィルターエレメント３は、「油分捕集用フィルター部」に相当し、一例として、パン
チングパイプ（図示せず）を芯材として、ポリプロピレン等の樹脂材料で形成された織布
または不織布等を巻回した円筒状のフィルター層３ａと、フィルター層３ａの上方開口部
位を覆うように配設された閉塞板３ｂと、フィルター層３ａの下方開口部位を覆うように
配設された閉塞板３ｃとを備え、フィルターケース２の蓋体２ｂに取り付け可能に構成さ
れている。
【００２２】
　この場合、本例の油分除去装置１では、蓋体２ｂの圧縮空気導入部１１にフィルターエ
レメント３をねじ込むことにより、蓋体２ｂに設けられた圧縮空気導入口Ｈ１がフィルタ
ーエレメント３の内側部位３ｉ（図示しないパンチングパイプ内）に連通させられて、圧
縮空気導入口Ｈ１から内側部位３ｉに圧縮空気を導入することができるように構成されて
いる。また、この油分除去装置１では、フィルターエレメント３の内側部位３ｉに導入さ
れた圧縮空気が内側部位３ｉからフィルターエレメント３の外側部位３ｏに向けて径方向
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で通過させられる際に圧縮空気に含まれている油分がフィルター層３ａにおいて捕集され
て圧縮空気から分離される構成が採用されている。
【００２３】
　内側容器４は、図２に示すように、有底円筒状に形成された容器本体４ａと、容器本体
４ａの内周面に取り付けられた邪魔板４ｂとを備え、図１に示すように、邪魔板４ｂの内
側にフィルターエレメント３を収容した状態において、フィルターケース２のケース本体
２ａ内に収容可能に構成されている。この場合、本例の油分除去装置１では、容器本体４
ａの全体がセラミックス等の焼結体や樹脂財用によって連続気泡性の多孔質体に形成され
ており、これにより、容器本体４ａの全域が「油分通過部」として機能するように構成さ
れている。
【００２４】
　また、邪魔板４ｂは、「突出部」に相当し、容器本体４ａの内側に配設した状態におい
てフィルターエレメント３の収容空間を中心として平面視螺旋状となるように、一例とし
てステンレススチール等の金属材料で形成された板体が螺旋状に巻回されて形成されてい
る。この邪魔板４ｂは、後述するように、その内側にフィルターエレメント３が収容され
た状態において（フィルターエレメント３と容器本体４ａとの間に配置された状態におい
て）、フィルターエレメント３の外側部位３ｏから排出されて第１空間Ｓ１を圧縮空気排
出部１２に向かって流動する圧縮空気が当接可能に内側容器４の内周面からフィルターエ
レメント３に向かって突出するように容器本体４ａに取り付けられている。
【００２５】
　この場合、本例の油分除去装置１では、ケース本体２ａ内に収容した容器本体４ａの底
部がケース本体２ａの内面に接した状態で容器本体４ａが蓋体２ｂに向けて押し付けられ
ることで、内側容器４が保持されている。また、本例の油分除去装置１では、フィルター
エレメント３の外側部位３ｏから第１空間Ｓ１に排出された圧縮空気を圧縮空気排出口Ｈ
２からフィルターケース２の外部に排出可能に上記の圧縮空気排出部１２が設けられてい
る。また、この油分除去装置１では、後述するように、第１空間Ｓ１から内側容器４を通
過して第２空間Ｓ２に排出された油分が油分排出口Ｈ３からフィルターケース２の外部に
排出されるように上記の油分排出部１３が設けられている。
【００２６】
　さらに、この油分除去装置１では、圧縮空気導入部１１からフィルターエレメント３に
圧縮空気が導入されることで第１空間Ｓ１と第２空間Ｓ２との間に生じる圧力差によって
第１空間Ｓ１から第２空間Ｓ２に向けて油分が移動するように内側容器４が構成されてい
る。また、図２に示すように、容器本体４ａの底部には、容器本体４ａを通過して第２空
間Ｓ２に排出された油分を油分排出部１３に向けて流下させるための窪み４ｈが複数設け
られている。
【００２７】
　この油分除去装置１によって圧縮空気中の油分を分離させて除去する際には、まず、圧
縮空気導入部１１（圧縮空気導入口Ｈ１）を圧縮空気供給源に接続すると共に、圧縮空気
排出部１２（圧縮空気排出口Ｈ２）を圧縮空気供給対象に接続する（圧縮空気供給源と圧
縮空気供給対象との間に油分除去装置１を配設する）。次いで、一例として、圧縮空気供
給源と油分除去装置１との間に配設されている制御弁を開放操作する。
【００２８】
　この際には、図１に矢印Ａで示すように、圧縮空気導入部１１によってフィルターエレ
メント３の内側部位３ｉに圧縮空気が導入され、この圧縮空気がフィルターエレメント３
のフィルター層３ａを外側部位３ｏに向かって通過させられる。この際に、圧縮空気に含
まれているオイルミストがフィルター層３ａによって捕集され、油滴となって圧縮空気と
共にフィルター層３ａ内を外側部位３ｏに向けて移動させられる。また、圧縮空気導入部
１１から導入された圧縮空気中に錆や配管シーリング剤等の異物が混入していた場合には
、この異物がフィルター層３ａの通過を規制される結果、圧縮空気から除去される。
【００２９】
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　一方、圧縮空気と共に外側部位３ｏに到達した油滴は、第１空間Ｓ１内に放出されてフ
ィルターエレメント３（フィルター層３ａ）から離脱する。この際に、比較的大きな油滴
は、容器本体４ａの内底面に向けて落下し、小さな油滴は、フィルターエレメント３から
排出された圧縮空気の流れの影響を受けて容器本体４ａの内側面に付着する。また、フィ
ルターエレメント３において捕集し切れなかったオイルミストや、フィルタエレメント３
から離脱した油滴のうちの圧縮空気の流れの影響を受け易い極く小さな油滴は、圧縮空気
と共に圧縮空気排出部１２に向かって移動するものの、このオイルミストや極く小さな油
滴を含んだ圧縮空気が第１空間Ｓ１において邪魔板４ｂに当接することで、オイルミスト
や極く小さな油滴が邪魔板４ｂに付着して圧縮空気から分離される。これにより、邪魔板
４ｂに付着した油分が十分に大きな油滴となり、容器本体４ａの内底面に向けて落下した
り、容器本体４ａの内側面（容器本体４ａにおいて邪魔板４ｂに接している部位）に付着
したりする。
【００３０】
　この場合、容器本体４ａの全体が多孔質体で形成されている本例の油分除去装置１では
、容器本体４ａの内底面に落下した油滴や、容器本体４ａの内側面に付着した油滴が、毛
細管現象によって容器本体４ａ内に浸透する。また、フィルターエレメント３の内側部位
３ｉに圧縮空気が導入され、この圧縮空気がフィルターエレメント３（フィルター層３ａ
）を通過して第１空間Ｓ１に排出されているこの状態においては、第１空間Ｓ１が第２空
間Ｓ２内よりも高圧となるように両空間Ｓ１，Ｓ２の間に圧力差が生じる。したがって、
容器本体４ａ内に浸透した油分は、第１空間Ｓ１から第２空間Ｓ２に向かって容器本体４
ａを通過させられ、第２空間Ｓ２内に排出されて容器本体４ａから離脱する。
【００３１】
　また、容器本体４ａから離脱した油分は、フィルターケース２（ケース本体２ａ）の内
面に沿って第２空間Ｓ２内を流下して油分排出部１３（フロート弁５の周囲）に貯留され
る。さらに、規定量の油分が油分排出部１３に貯留されたときには、油面の上昇に伴って
フロート弁５のフロートが浮上する結果、フロート弁５による油分排出口Ｈ３の閉塞が解
除される（油分排出口Ｈ３が開口される）。この際には、第２空間Ｓ２内がフィルターケ
ース２の外部よりも高圧となっているため、油分排出部１３に貯留された油分が油分排出
口Ｈ３からフィルターケース２の外部（一例として、油分排出口Ｈ３に接続されたオイル
ホース（図示せず）内）に排出される。また、油分の排出によってフロート弁５のフロー
トが下降することにより、フロート弁５によって油分排出口Ｈ３が再び閉塞される。
【００３２】
　一方、フィルターエレメント３の外側部位３ｏから第１空間Ｓ１内に排出された圧縮空
気は、邪魔板４ｂに当接することで、図１に矢印Ｂで示すように、邪魔板４ｂの案内に従
って第１空間Ｓ１を螺旋状に上昇する。この際には、前述したように、フィルターエレメ
ント３において捕集し切れなかったオイルミストや、フィルターエレメント３から排出さ
れた極く小さな油滴が邪魔板４ｂに付着することで圧縮空気から分離される結果、圧縮空
気排出部１２に到達した圧縮空気には、油分が殆ど存在しない状態となる。この後、油分
が除去されて浄化された圧縮空気は、矢印Ｃで示すように、圧縮空気排出口Ｈ２から排出
されて圧縮空気供給対象に向けて圧送される。
【００３３】
　このように、この油分除去装置１によれば、フィルターエレメント３および内側容器４
の間の第１空間Ｓ１と内側容器４およびフィルターケース２の間の第２空間Ｓ２との間に
生じる圧力差による第１空間Ｓ１から第２空間Ｓ２に向けて油分の通過が可能に連続気泡
性の多孔質体で形成された「油分通過部」を、少なくともフィルターエレメント３におけ
る圧縮空気の排出領域（この例では、フィルターエレメント３の周面の全域）と対向する
部位（この例では、内側容器４の全域）に設けたことにより、フィルターエレメント３の
外側部位３ｏから排出された油滴が内側容器４（容器本体４ａ）の内面に接したときに毛
細管現象によって内側容器４内（油分通過部内）に浸透し、内側容器４を通過して第２空
間Ｓ２に排出されるため、外側部位３ｏから排出された油滴が空気の流れに乗って圧縮空
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気排出部１２からフィルターケース２の外部に排出される量を十分に低減することができ
る結果、圧縮空気の浄化能力を十分に向上させることができる。
【００３４】
　また、この油分除去装置１によれば、予め規定された量の油分がフィルターケース２内
に貯留されたときに油分排出口Ｈ３を開口してフィルターケース２の外部に油分を排出す
るフロート弁５を備えて油分排出部１３を構成したことにより、第１空間Ｓ１内の圧縮空
気が油分と共に内側容器４（油分通過部）を通過して第２空間Ｓ２内に排出されて油分排
出口Ｈ３から油分と共にフィルターケース２の外部に排出される量を十分に低減すること
ができるため、圧縮空気供給対象に供給すべき圧縮空気の浪費を十分に低減することがで
きる。
【００３５】
　さらに、この油分除去装置１によれば、第１空間Ｓ１を圧縮空気排出部１２に向かって
流動する圧縮空気が当接可能にフィルターエレメント３に向かって突出形成された邪魔板
４ｂを備えて内側容器４を構成したことにより、フィルターエレメント３において捕集し
切れなかったオイルミストや、フィルターエレメント３の外側部位３ｏから排出された極
く小さな油滴が圧縮空気と共に第１空間Ｓ１内を移動したときに、このオイルミストや油
滴を邪魔板４ｂに付着させて圧縮空気から分離させることができるため、圧縮空気の浄化
能力を一層向上させることができる。
【００３６】
　また、この油分除去装置１によれば、邪魔板４ｂを平面視螺旋状に形成したことにより
、フィルターエレメント３の外側部位３ｏから排出された圧縮空気が邪魔板４ｂの案内に
従って第１空間Ｓ１内を移動する結果、この圧縮空気が邪魔板４ｂに接している時間が十
分に長くなるため、圧縮空気中に含まれているオイルミストや極く小さな油滴を邪魔板４
ｂによって一層確実に捕集することができる。
【００３７】
　なお、「油分除去装置」の構成は、上記の油分除去装置１の構成に限定されるものでは
ない。例えば、容器本体４ａの全体を多孔質体で成形することで容器本体４ａの全域が「
油分通過部」として機能するように構成した例について説明したが、このような構成に代
えて、容器本体４ａの底部を非多孔質体で形成すると共に、フィルターエレメント３のフ
ィルター層３ａと対向する部位だけを多孔質体で形成して「油分通過部」として機能する
ように構成することもできる（図示せず）。このような構成においても、フィルターエレ
メント３の外側部位３ｏから排出されて容器本体４ａの内側面（「油分通過部」として機
能する部位）に付着した油分が第１空間Ｓ１と第２空間Ｓ２との間に生じている圧力差に
よって容器本体４ａを通過して第２空間Ｓ２に排出されると共に、容器本体４ａの内底面
に落下した油滴についても、容器本体４ａ内に貯留され、その後に、貯留された油分の油
面が多孔質体の部位（「油分通過部」として機能する部位）に到達したときに、第１空間
Ｓ１と第２空間Ｓ２との間に生じている圧力差によって容器本体４ａを通過して第２空間
Ｓ２に排出されるため、上記の油分除去装置１と同様の効果を奏することができる。
【００３８】
　また、「突出部」に相当する邪魔板４ｂを容器本体４ａとは別体に構成して一体化した
例について説明したが、例えば、容器本体４ａおよび邪魔板４ｂを樹脂材料等によって一
体成形することもできる。さらに、平面視螺旋状の邪魔板４ｂを備えた例について説明し
たが、「突出部」の形状はこれに限定されず、フィルターエレメント３の外側部位３ｏか
ら排出された圧縮空気が第１空間Ｓ１を通過する際に当接可能である限り、任意の突出形
状を採用することができる。また、フィルター層３ａの下方開口部位を閉塞板３ｃによっ
て閉塞したフィルターエレメント３を例に挙げて説明したが、このような構成に代えて、
フィルター層３ａの周面および底面から圧縮空気や油分を排出する構成のフィルターエレ
メント（図示せず）を採用することもできる。
【００３９】
　さらに、油分排出部１３にフロート弁５を配設した例について説明したが、フロート弁
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５のような弁を設けることなく、油分排出口Ｈ３を大気解放、または、油分排出口Ｈ３に
オイルホースを接続することで、第２空間Ｓ２と、大気またはオイルホース内とを直接連
通させて使用する構成を採用することもできる。このような構成では、第１空間Ｓ１から
第２空間Ｓ２に圧縮空気の一部が移動して油分排出口Ｈ３からフィルターケース２の外部
に排出されるが、前述した油分除去装置１と同様にして、フィルターケース２内の油分を
フィルターケース２の外部に排出することができる。
【符号の説明】
【００４０】
　　　　１　油分除去装置
　　　　２　フィルターケース
　　　２ａ　ケース本体
　　　２ｂ　蓋体
　　　　３　フィルターエレメント
　　　３ｉ　内側部位
　　　３ｏ　外側部位
　　　　４　内側容器
　　　４ａ　容器本体
　　　４ｂ　邪魔板
　　　４ｈ　窪み
　　　　５　フロート弁
　　　１１　圧縮空気導入部
　　　１２　圧縮空気排出部
　　　１３　油分排出部
　　　Ｈ１　圧縮空気導入口
　　　Ｈ２　圧縮空気排出口
　　　Ｈ３　油分排出口
　　　Ｓ１　第１空間
　　　Ｓ２　第２空間
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